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令和元年６月市議会定例会議案 

 

議 案 番 号 件        名 関 係 部 等  頁 

議案第５３号 令和元年度木更津市一般会計補正予算（第２号） 財 務 部 別冊 

議案第５４号 令和元年度木更津市介護保険特別会計補正予算（第２号） 福 祉 部 別冊 

議案第５５号 木更津市固定資産評価審査委員会委員の選任について 総 務 部 １ 

議案第５６号 木更津市監査委員の選任について 総 務 部 ２ 

議案第５７号 人権擁護委員候補者の推薦について 総 務 部 ３ 

議案第５８号 人権擁護委員候補者の推薦について 総 務 部 ４ 

議案第５９号 手数料条例の一部を改正する条例の制定について 総 務 部 ５ 

議案第６０号 
木更津市防災会議条例の一部を改正する条例の制定につい

て 
総 務 部 ６ 

議案第６１号 
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 
総 務 部 ７ 

議案第６２号 
木更津市情報基本条例等の一部を改正する条例の制定につ

いて 
総 務 部 ８ 

議案第６３号 木更津市税条例等の一部を改正する条例の制定について 財 務 部 ９ 

議案第６４号 
木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定

について 
市 民 部 １８ 

議案第６５号 
木更津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定について 
健康こども部 １９ 

議案第６６号 
木更津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 
健康こども部 ２１ 

議案第６７号 
木更津市都市計画審議会条例の一部を改正する条例の制定

について 
都 市 整 備 部 ２２ 



 

議案第６８号 
木更津市火災予防条例の一部を改正する条例の制定につい

て 
消 防 本 部 ２３ 

議案第６９号 
木更津市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 
消 防 本 部 ２４ 

議案第７０号 
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関す

る法律に規定する特定事業に係る契約の締結について 
環 境 部 ２５ 

議案第７１号 市道路線の認定について 都 市 整 備 部 ２６ 

議案第７２号 

千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の

減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する

規約の制定に関する協議について 

総 務 部 ２７ 
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議案第５６号

木更津市監査委員の選任について

 木更津市監査委員に次の者を選任したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９

６条第１項の規定により、議会の同意を求める。

住 所 氏  名 生 年 月 日

庄 司 基 晴

令和元年６月６日提出

木更津市長  渡 辺  芳 邦  

提案理由

木更津市監査委員庄司基晴氏の任期満了に伴い、同氏を再度選任しようとするものである。
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議案第５７号

人権擁護委員候補者の推薦について

 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１

３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。

住 所 氏  名 生 年 月 日

佐久間  克 美

令和元年６月６日提出

木更津市長  渡 辺  芳 邦  

提案理由

木更津市区域の人権擁護委員佐久間克美氏の任期満了に伴い、委員候補者の推薦依頼があった

ので、同氏を再度委員の候補者として法務大臣に対して推薦するため、議会の意見を求めるもの

である。
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議案第５８号

人権擁護委員候補者の推薦について

 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１

３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。

住 所 氏  名 生 年 月 日

藤 森  けい子

令和元年６月６日提出

木更津市長  渡 辺  芳 邦  

提案理由

木更津市区域の人権擁護委員藤森けい子氏の任期満了に伴い、委員候補者の推薦依頼があった

ので、同氏を再度委員の候補者として法務大臣に対して推薦するため、議会の意見を求めるもの

である。

4



 

議案第５９号 

手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和元年６月６日提出 

木更津市長  渡 辺 芳 邦  

木更津市条例第  号 

手数料条例の一部を改正する条例 

手数料条例（昭和３１年木更津市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中「２００円」を「１００円」に改める。 

別表第２戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）第１０条第１項、第１０条の２第１項から第５

項までの規定による戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第１２０条第１項の規定に基づく磁気ディ

スクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付及

び同法第１２６条の規定により戸籍に記載した事項に係る情報を提供する場合における戸籍の謄

本若しくは抄本又は磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは

一部を証明した書面の交付の項中「３００円」を「２００円」に改める。 

別表第４の２の項中「１，５８０，０００円」を「１，５９０，０００円」に、「１，９４０ 

，０００円」を「１，９５０，０００円」に、「２，２６０，０００円」を「２，２７０，００

０円」に改める。 

附 則 

 この条例中別表第１及び別表第２の改正規定は令和元年８月１日から、別表第４の改正規定は

令和元年１０月１日から施行する。 

提案理由 

木更津市住民基本台帳カードの利用に関する条例（平成２３年木更津市条例第１９号）第３条

第１項に規定するサービスの提供にかかる手数料を引き下げるため、及び地方公共団体の手数料

の標準に関する政令の一部を改正する政令（令和元年政令第１２号）の施行に伴い手数料を引き

上げるため、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第６０号 

木更津市防災会議条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市防災会議条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和元年６月６日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦  

木更津市条例第  号 

木更津市防災会議条例の一部を改正する条例 

木更津市防災会議条例（昭和３７年木更津市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

第３条第６項中「３５人」を「４０人」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（木更津市防災会議委員の任期の特例） 

２ この条例の施行の日から令和３年２月２８日までの間において、木更津市防災会議条例第３

条第５項第８号又は第９号の規定により任命された委員の任期は、同条第７項の規定にかかわ

らず、令和３年２月２８日までとする。 

提案理由 

木更津市防災会議の所掌事務をより効果的に遂行するため、防災会議の委員の定数を増加する

ことに伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第６１号 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに制定する。 

令和元年６月６日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦  

木更津市条例第  号 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４０年木更津市条例第８ 

号）の一部を次のように改正する。 

別表第３火葬場事務嘱託員の項の次に次のように加える。 

埋火葬許可・火葬場使用許可事務

嘱託員 

日 埋火葬許可申請書１件につき  １００ 

火葬場使用許可申請書１件につき  １００ 

附 則 

この条例は、令和元年７月１日から施行する。 

提案理由 

 閉庁日の日直業務を外部委託することに伴い、埋火葬許可・火葬場使用許可事務嘱託員を新た

に設置するため、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第６２号 

木更津市情報基本条例等の一部を改正する条例の制定について 

木更津市情報基本条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和元年６月６日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦  

木更津市条例第  号 

木更津市情報基本条例等の一部を改正する条例 

（木更津市情報基本条例の一部改正） 

第１条 木更津市情報基本条例（平成１５年木更津市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

別表の備考の１中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

（木更津市郷土博物館金のすずの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２条 木更津市郷土博物館金のすずの設置及び管理に関する条例（平成２０年木更津市条例第

８号）の一部を次のように改正する。 

別表第２中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

（木更津市行政不服審査法施行条例の一部改正） 

第３条 木更津市行政不服審査法施行条例（平成２７年木更津市条例第３６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表の備考の１中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

附 則 

この条例は、令和元年７月１日から施行する。 

提案理由 

不正競争防止法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３３号）の施行に伴い、関係条例

の整備をしようとするものである。 
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議案第６３号 

木更津市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

木更津市税条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和元年６月６日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦  

木更津市条例第  号 

木更津市税条例等の一部を改正する条例 

 （木更津市税条例の一部改正） 

第１条 木更津市税条例（昭和３６年木更津市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

第３６条の２中第７項を第８項とし、第６項を第７項とし、第５項を第６項とし、第４項の

次に次の１項を加える。 

５ 第１項又は前項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第１９０条の

規定の適用を受けたものを有する者で市内に住所を有するものが、第１項の申告書を提出す

るときは、法第３１７条の２第１項各号に掲げる事項のうち施行規則で定めるものについて

は、施行規則で定める記載によることができる。 

第３６条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第１

項中「同項の」を「同項に規定する」に改め、同項中第３号を第４号とし、第２号の次に次の

１号を加える。 

⑶ 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨

第３６条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第１

項中「第２０３条の５第１項」を「第２０３条の６第１項」に改め、「ならない者」の次に「

又は法の施行地において同項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を

受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）の支払を受ける者であつて、

扶養親族（控除対象扶養親族を除く。）を有する者若しくは単身児童扶養者である者」を加え、 

「同項の」を「所得税法第２０３条の６第１項に規定する」に、「同項に規定する公的年金等」 

を「公的年金等」に改め、同項中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

⑶ 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨

第３６条の３の３第２項中「第２０３条の５第２項」を「第２０３条の６第２項」に改め、

同条第４項中「第２０３条の５第５項」を「第２０３条の６第６項」に改める。 
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第３６条の４第１項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改める。 

第８３条に次の１項を加える。 

 ３ 市長は、随時に賦課するものその他の特別の事情がある場合において前項の納期により難

いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。 

附則第１３条の３に次の３項を加える。 

 ２ 知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、３

輪以上の軽自動車が法第４４６条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）又は

法第４５１条第１項若しくは第２項（これらの規定を同条第４項において準用する場合を含

む。）の規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、

国土交通大臣の認定等（法附則第２９条の９第３項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。

次項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

 ３ 知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、

その納付すべき額について不足額があることを附則第１３条の６の規定により読み替えられ

た第８１条の６第１項の納期限（納期限の延長があつたときは、その延長された納期限）後

において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をし

た者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に

提供した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受けたことを

事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであると

きは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る３輪以上の軽自動車につい

て法附則第２９条の１１の規定によりその例によることとされた法第１６１条第１項に規定

する申告書を提出すべき当該３輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性

能割に関する規定を適用する。 

 ４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同項の

不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

  附則第１３条の３を附則第１３条の３の２とし、附則第１３条の２の次に次の１条を加える。 

  （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

 第１３条の３ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項において準用する場合を含む。）に掲

げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下この条において同じ。）に対しては、

当該３輪以上の軽自動車の取得が令和元年１０月１日から令和２年９月３０日までの間（附
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則第１３条の８第３項において「特定期間」という。）に行われたときに限り、第８０条第

１項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

  附則第１３条の８に次の１項を加える。 

３ 自家用の３輪以上の軽自動車であつて乗用のものに対する第８１条の４（第２号に係る部

分に限る。）及び前項の規定の適用については、当該軽自動車の取得が特定期間に行われた

ときに限り、これらの規定中「１００分の２」とあるのは、「１００分の１」とする。 

附則第１４条中「附則第３０条」を「附則第３０条第１項」に、「三輪」を「３輪」に改め、

「指定」の次に「（次項から第４項までにおいて「初回車両番号指定」という。）」を加え、

同条第２項から第４項までを次のように改める。 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車に対する第８２条の

規定の適用については、当該軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽

自動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） ３，９００円 １，０００円 

第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

第２号ア（ウ）ｂ ３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲げる法第４４６条第１項第３号に規定するガ

ソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。）のうち３輪

以上のものに対する第８２条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成３１年

４月１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度

分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３

月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割

に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） ３，９００円 ２，０００円 
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第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 ３，５００円 

 １０，８００円 ５，４００円 

第２号ア（ウ）ｂ ３，８００円 １，９００円 

 ５，０００円 ２，５００円 

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車のうち３輪以上のもの

（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第８２条の規定の適用については、当

該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が

令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令

和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） ３，９００円 ３，０００円 

第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 ５，２００円 

 １０，８００円 ８，１００円 

第２号ア（ウ）ｂ ３，８００円 ２，９００円 

 ５，０００円 ３，８００円 

 附則第１４条の２を次のように改める。 

 （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第１４条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前条第

２項から第４項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断を

するときは、国土交通大臣の認定等（法附則第３０条の２第１項に規定する国土交通大臣の

認定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第８３条第２項

の納期限（納期限の延長があつたときは、その延長された納期限）後において知つた場合に

おいて、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正

の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその

他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大

臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした

者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る３輪以上の軽自動車の所有
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者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定（第８７条及び第８８条の規定を除く。）

を適用する。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足

額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

第２条 木更津市税条例の一部を次のように改正する。 

  第２４条第１項第２号中「又は寡夫」を「、寡夫又は単身児童扶養者」に改める。 

  附則第１４条第１項中「第４項」を「第５項」に改め、同条に次の１項を加える。 

５ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車のうち、自家用の乗

用のものに対する第８２条の規定の適用については、当該軽自動車が令和３年４月１日から

令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車

税の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第２項の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

  附則第１４条の２第１項中「第４項」を「第５項」に改める。 

（木更津市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 木更津市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年木更津市条例第２９号）の一部を

次のように改正する。 

  第１条のうち、木更津市税条例第４８条第１項の改正規定中「及び第１１項」を「、第１１

項及び第１３項」に改め、同条に３項を加える改正規定中「次の３項」を「次の８項」に改め、

同改正規定（同条第１０項に係る部分に限る。）中「次項」の次に「及び第１２項」を加え、

「その他施行規則で定める方法」を削り、同改正規定（同条第１２項に係る部分に限る。）中

「申告は、」の次に「申告書記載事項が」を加え、同改正規定に次のように加える。 

１３ 第１０項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続

用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を

適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を

適用しないで納税申告書を提出することについて市長の承認を受けたときは、当該市長が指

定する期間内に行う同項の申告については、前３項の規定は、適用しない。法人税法第７５

条の４第２項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第１０項の内国法
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人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載

した施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付

して当該提出期限までに、市長に提出した場合における当該税務署長が指定する期間内に行

う同項の申告についても、同様とする。 

 １４ 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必

要となつた事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他施行規則で定める

事項を記載した申請書に施行規則で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の１５日前

までに、これを市長に提出しなければならない。 

 １５ 第１３項の規定の適用を受けている内国法人は、第１０項の申告につき第１３項の規定

の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他施行規則で定める事項を記載し

た届出書を市長に提出しなければならない。 

１６ 第１３項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第３２１条の８第５１項の

処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の

翌日以後の第１３項前段の期間内に行う第１０項の申告については、第１３項前段の規定は

適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、こ

の限りでない。 

１７ 第１３項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第１５項の届出書の提出又は

法人税法第７５条の４第３項若しくは第６項（同法第８１条の２４の３第２項において準用

する場合を含む。）の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌

日以後の第１３項後段の期間内に行う第１０項の申告については、第１３項後段の規定は適

用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、こ

の限りでない。 

附則第１条第４号中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に改め、同条第５

号中「平成３２年４月１日」を「令和２年４月１日」に改め、同条第６号中「平成３２年１０

月１日」を「令和２年１０月１日」に改め、同条第７号中「平成３３年１月１日」を「令和３

年１月１日」に改め、同条第８号中「平成３３年１０月１日」を「令和３年１０月１日」に改

め、同条第９号中「平成３４年１０月１日」を「令和４年１０月１日」に改める。 

附則第２条第１項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改め、同条第２項中「平成３３年

度」を「令和３年度」に、「平成３２年度分」を「令和２年度分」に改め、同条第３項中「第
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１２項」を「第１７項」に改める。 

  附則第７条中「平成３１年９月３０日」を「令和元年９月３０日」に改める。 

  附則第９条第１項中「平成３２年１０月１日」を「令和２年１０月１日」に改め、同条第２

項中「平成３２年１１月２日」を「令和２年１１月２日」に改め、同条第３項中「平成３３年

３月３１日」を「令和３年３月３１日」に改める。 

  附則第１１条第１項中「平成３３年１０月１日」を「令和３年１０月１日」に改め、同条第

２項中「平成３３年１１月１日」を「令和３年１１月１日」に改め、同条第３項中「平成３４

年３月３１日」を「令和４年３月３１日」に改める。 

第４条 木更津市税条例等の一部を改正する条例（平成３１年木更津市条例第１５号）の一部を

次のように改正する。 

  第１条のうち、木更津市税条例第８７条第２項及び第３項の改正規定中「にあつては」に」

の次に「、「第３３号の４様式」を「第３３号の４の２様式」に」を加える。 

  第２条のうち、木更津市法人市民税の特例に関する条例第２条第１項の改正規定中「第２条

第１項第１号中「１００分の１２．１」を「第２条第１項中「平成３２年３月３１日」を「令

和２年３月３１日」に改め、同項第１号中「１００分の１２．１」に改める。 

  附則第１条中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に改める。 

  附則第３条第２項中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「平成３１年度分」を「令和元

年度分」に改める。 

附則第４条中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「平成３１年度」を「令和元年度」に

改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第１条中木更津市税条例第８３条の改正規定、第３条及び第４条の規定 公布の日 

 ⑵ 第１条中木更津市税条例第３６条の２中第７項を第８項とし、第６項を第７項とし、第５

項を第６項とし、第４項の次に１項を加える改正規定並びに第３６条の３の２、第３６条の

３の３及び第３６条の４第１項の改正規定並びに次条の規定 令和２年１月１日 

⑶ 第２条中木更津市税条例第２４条の改正規定及び附則第３条の規定 令和３年１月１日 
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⑷ 第２条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第５条の規定 令和３年４月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の木更津市税条例（次項及び第３項において「３

２年新条例」という。）第３６条の２第５項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に令

和２年度以後の年度分の個人の市民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に

当該申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年度分までの個人の市民税に係る申告書を提

出する場合については、なお従前の例による。 

２ ３２年新条例第３６条の３の２第１項（第３号に係る部分に限る。）の規定は、前条第２号

に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき木更津市税条例第３６条の２第１項に規定す

る給与について提出する３２年新条例第３６条の３の２第１項及び第２項に規定する申告書に

ついて適用する。 

３ ３２年新条例第３６条の３の３第１項の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後に

支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第６号）第１条の規定に 

よる改正後の所得税法（昭和４０年法律第３３号。以下この項において「新所得税法」という。） 

第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（新所得税法第２０３条の７の規定の適用を受け

るものを除く。）について提出する３２年新条例第３６の３の３第１項に規定する申告書につ

いて適用する。 

第３条 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の木更津市税条例第２４条第１項（第２号

に係る部分に限る。）の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令

和２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の木更津市税条例（以下「３１年

１０月新条例」という。）の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、この条例の施行

の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適

用する。 

２ ３１年１０月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和２年度以後の年度分

の軽自動車税の種別割について適用する。 

第５条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の木更津市税条例の規定は、令和３年度以

後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和２年度分までの軽自動車税の種別割に
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ついては、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第２号）及び元号を改める政令（平成３１

年政令第１４３号）等の施行に伴い、関係条例の整備をしようとするものである。 
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議案第６４号 

木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和元年６月６日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦 

木更津市条例第  号 

木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

木更津市国民健康保険税条例（昭和５０年木更津市条例第２８号）の一部を次のように改正す

る。 

第３条第２項ただし書中「５８万円」を「６１万円」に改める。 

第２３条中「５８万円」を「６１万円」に改め、同条第２号中「２７万５千円」を「２８万円」

に改め、同条第３号中「５０万円」を「５１万円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の木更津市国民健康保険税条例の規定は、令和元年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、平成３０年度分までの国民健康保険税については、なお従前

の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

地方税法施行令等の一部を改正する政令（平成３１年政令第８７号）の施行に伴い、関係条文

の整備をしようとするものである。 
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議案第６５号 

木更津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例の制定について 

木更津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を

次のように制定する。 

令和元年６月６日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例 

木更津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年木更津市条

例第１８号）の一部を次のように改正する。 

第６条に次の２項を加える。 

４ 市長は、家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著し

く困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないことができる。 

５ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、法第５９条第１項に規定する施設のうち、次

に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに限る。）であって、市長が適当と認めるものを

第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 

⑴ 子ども・子育て支援法第５９条の２第１項の規定による助成を受けている者の設置する施

設（法第６条の３第１２項に規定する業務を目的とするものに限る。） 

⑵ 法第６条の３第１２項及び第３９条第１項に規定する業務を目的とする施設であって、法

第６条の３第９項第１号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する

費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの 

第１６条第２項第３号中「、乳幼児」を「、利用乳幼児」に改め、「。附則第３項において同

じ」を削る。 

第４５条に次の１項を加える。 

２ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第６条の３第１２項第２号に規定する事業を

行うものであって、市長が適当と認めるもの（附則第４項において「特例保育所型事業所内保

育事業者」という。）については、第６条第１項の規定にかかわらず、連携施設の確保をしな
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いことができる。 

附則第３項中「（第２２条に規定する家庭的保育事業を行う場所において実施されるものに限

る。）」を削り、附則第４項中「家庭的保育事業者等」の次に「（特例保育所型事業所内保育事

業者を除く。）」を加え、「５年」を「１０年」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成３１年厚生労働省

令第４９号）の施行に伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第６６号 

木更津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例の制定について 

木更津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例を次のように制定する。 

令和元年６月６日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例 

木更津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年木更

津市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

 第１０条第３項中「都道府県知事」の次に「又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

５２条の１９第１項の指定都市の長」を加える。 

 附則第２項中「平成３２年３月３１日」を「令和２年３月３１日」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成３１年厚生

労働省令第５０号）及び元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行に伴い、関係条

文の整備をしようとするものである。 

21



議案第６７号 

木更津市都市計画審議会条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市都市計画審議会条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和元年６月６日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市都市計画審議会条例の一部を改正する条例 

木更津市都市計画審議会条例（平成１２年木更津市条例第１０号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第１項中「１５人」を「１３人」に改め、同条第２項第２号中「５人」を「３人」に改

める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後に任期の満了により新たに任命す

る委員から適用する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 木更津市都市計画審議会を組織する委員の定数及び市議会議員の委員の定数をそれぞれ削減す

ることに伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第６８号 

木更津市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和元年６月６日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦 

木更津市条例第  号 

木更津市火災予防条例の一部を改正する条例 

木更津市火災予防条例（昭和３７年木更津市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

第１６条第１項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

第２９条の５第１号中「作動時間が６０秒以内」を「種別が１種」に改め、同条中第６号を第

７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

⑹ 第２９条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の部分に特定小規模施設用自動火災

報知設備を特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する

設備等に関する省令（平成２０年総務省令第１５６号）第３条第２項及び第３項に定める

技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１６条第１項の改正規定は、令和元年７月１

日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正す

る省令（平成３１年総務省令第１１号）及び不正競争防止法等の一部を改正する法律（平成３０

年法律第３３号）の施行に伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第６９号 

木更津市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 木更津市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

  令和元年６月６日提出 

木更津市長 渡 辺  芳 邦  

木更津市条例第  号 

木更津市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 木更津市消防本部及び消防署の設置等に関する条例（昭和５８年木更津市条例第６号）の一部

を次のように改正する。 

第３条の表及び第４条の表中「潮見２丁目８番地」を「潮見二丁目１番地」に改める。 

附 則 

この条例は、令和元年９月１日から施行する。 

提案理由 

 木更津市消防本部庁舎の移転に伴い、木更津市消防本部及び木更津市消防署の位置を変更する

ため、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第７０号 

   民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する特定事業に係

る契約の締結について 

 市は、次のとおり特定事業に係る契約を締結する。 

令和元年６月６日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 事 業 名  木更津市新火葬場整備運営事業 

２ 事 業 場 所  木更津市大久保８４０番地３他 

３ 事 業 内 容  木更津市新火葬場の施設整備及び維持管理・運営業務 

４ 契 約 金 額  ６，９９９，２８１，８１９円（消費税及び地方消費税を含む。） 

５ 契約の相手方  木更津市潮見三丁目１３番２号 

かずさまごころサービス株式会社 

代表取締役 白川 裕康 

６ 契 約の方法  総合評価一般競争入札 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市新火葬場整備運営事業について、特定事業に係る契約を締結するにあたり、民間資金

等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）第１２条

及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年木更津市条例

第９号）第２条の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第７１号 

   市道路線の認定について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、木更津市道路線を次のとお

り認定する。 

  令和元年６月６日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

整理 
番号 

路 線 名  
起 点 

終 点 

１ 
市  道 
２４９９ 
号  線 

本郷一丁目３１６６番１地先 

本郷一丁目３１６６番１０地先 

２ 
市  道 
７９９０ 
号  線 

真舟三丁目１７番２２地先 

真舟三丁目１７番７６地先 

３ 
市  道 
７９９１ 
号  線 

真舟三丁目１７番２３地先 

真舟三丁目１７番６２地先 

４ 
市  道 
７９９２ 
号  線 

真舟三丁目１７番３７地先 

真舟三丁目１７番４２地先 

５ 
市  道 
７９９３ 
号  線 

真舟三丁目１７番５０地先 

真舟三丁目１７番５５地先 

６ 
市  道 
７９９４ 
号  線 

真舟三丁目１７番２９地先 

真舟三丁目１７番２９地先 

 

 

 

 

提案理由 

 開発行為により築造された道路を市道に認定するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第７２号 

千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務

組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について 

 令和元年８月３１日をもって香取市東庄町病院組合が解散することに伴い、千葉県市町村総合

事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正す

る規約を次のとおり制定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条

第１項の規定により、関係地方公共団体と協議するに当たり、同法第２９０条の規定により議会

の議決を求める。 

  令和元年６月６日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦  

千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約 

千葉県市町村総合事務組合規約（昭和３０年千葉県告示第４９６号）の一部を次のように改正

する。 

別表第１中「長門川水道企業団 香取市東庄町病院組合 国保国吉病院組合」を「長門川水道

企業団 国保国吉病院組合」に改める。 

別表第２第３条第１項第１号に掲げる事務の項及び第３条第１項第３号に掲げる事務の項中「 

長門川水道企業団 香取市東庄町病院組合 国保国吉病院組合」を「長門川水道企業団 国保国

吉病院組合」に改め、同表第３条第１項第１１号に掲げる事務の項中「鋸南町 香取市東庄町病

院組合 国保国吉病院組合」を「鋸南町 国保国吉病院組合」に改める。 

附 則 

この規約は、令和元年９月１日から施行する。 

提案理由 

 令和元年８月３１日をもって香取市東庄町病院組合が解散することに伴い、千葉県市町村総合

事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正す

る規約を制定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９０条の規定によ

り、議会の議決を得ようとするものである。 
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